
大分県中学校体育連盟競技専門部細則

第１条 大分県中学校体育連盟が主催する、競技大会・研修会等の運営を図るために設
置する。任期は２ヶ年とし、再任を妨げない。

第２条 競技専門部会は、本連盟規約第５条にいう郡市中学校体育連盟より、競技ごと
に選ばれた１名の代表によって構成する。

第３条 部会に次の役員を置く。

部長 １名 副部長 ２名 常任委員 若干名

第４条 競技専門部会は必要に応じて会長はこれを招集し、年間行事・運営について立
案し評議員会に建議する。

第５条 部長は競技専門部会において、議事を統理し、競技大会・研修等の立案運営の
責に任ずる。
副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。
常任委員は、競技大会・研修会の運営に参画し実務を担当する。

第６条 競技専門長部会は、専門部長１７名をもって組織し、競技専門部会に提案する
行事・予算運営及び評議員会に建議する事項について立案する。

第７条 部長は、九州中学校体育連盟の競技専門部会に、本会の代表として出席する。
第８条 競技専門部の設置（新設）は、次の各項による。

ア．中学校の九州大会・全国大会が、教育活動内で開催されている競技につ
いては、郡市中体連より申請があれば設置を認める。

イ．以外の競技については、３郡市以上の申請があった場合に、評議員会に
おいて４分の３以上の同意があれば設置を認める。

ウ．その他特別の場合には、評議員会において４分の３以上の同意があれば
設置を認める。

なお、上記イ．ウ．については、同細則特別規定（別紙）を遵守することを条
件とする。

第９条 中学校の九州大会・全国大会が、教育活動内で開催されていない競技について
は、上記第８条に適合しない事態が発生した場合、その設置を廃止することが
ある。

第10条 この細則は昭和５６年２月２４日より適用する。

平成 ９年９月 ９日 一部改定

平成２３年２月２２日 一部改正

大分県中学校体育連盟研究部細則

第１条 中学校体育連盟の組織・体育部活動の運営等に関する調査研究活動を推進する
ために設置する。

第２条 研究部は、本連盟規約第６条によって組織し、次の役員を置く。
部長 １名 副部長 １名 研究委員 ６名

第３条 研究部会は、必要に応じ理事長これを招集し、研究目標・研究計画の設定及び
研究推進にあたる。

第４条 部長は、研究部会において議事を統理し、研究活動の推進・研究会の開催等の
立案運営の責に任ずる。
副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。

第５条 本会は全国中体連及び九州中体連の研究組織と連動しながら活動を推進する。
第６条 本会の運営上必要に応じて、中学校体育研究会との合同会議及び協同研究する

ことができる。
第７条 この細則は昭和５９年２月２５日 制定

昭和５９年４月 １日より適用する。

表 彰 規 程

第１条 感謝状及び記念品の贈呈を必要する場合は、評議員会または理事会に諮り、こ
れを行なう。

第２条 本連盟に加盟する中学校の生徒で、次の各項に該当するものについては、当該
年度の終りに表彰する。推薦に当たっては、競技成績はもちろんのことスポ－
ツマンにふさわしい生徒で、日常生活の態度も十分考慮すること。
ア．九州中学校体育大会で入賞した者。
イ．全国中学校選抜競技大会に県及び九州代表として出場した者。
ウ．県中学校記録を更新した者

第４条 この規定に該当するものについて、生徒は所属する団体からの申請書で、第２
条に該当する生徒以外ついては事務局の調査によって根拠とする。

第５条 この規定は 昭和５２年３月３１日 制定
昭和５７年２月２５日 一部改正
昭和５７年４月 １日より適用する。
平成 ２年２月２７日 一部改正
平成 ２年４月 １日より適用する。
令和 ６年２月２０日 表彰規定第１条一部削除


